
報 第 ３ ２ 号  

 

   債 権 の 放 棄 に つ い て  

 

 新 潟 県 柏 崎 市 債 権 管 理 条 例 （ 平 成 ３ １ 年 条 例 第 ５ 号 ） 第 １ ０ 条 第 １

項 の 規 定 に よ り 、 下 記 の と お り 債 権 を 放 棄 し た の で 、 同 条 第 ２ 項 の 規

定 に よ り 報 告 す る 。  

  令 和 ４ 年 （ ２ ０ ２ ２ 年 ） １ ０ 月 ７ 日 提 出  

 

                柏 崎 市 長  櫻  井  雅  浩  

 

 

 

記  

１  債 権 の 名 称 、 放 棄 し た 債 権 の 額 及 び 件 数  

 

２  放 棄 し た 理 由   

徴 収 停 止 の 措 置 を 採 っ た 当 該 そ の 他 の 債 権 に つ い て 、 徴 収 停 止 の

措 置 を 採 っ た 日 か ら 規 則 で 定 め る 期 間 （ ３ 年 ） を 経 過 し た 後 に お い

て も 、 弁 済 す る 見 込 み が な い と 認 め ら れ る た め （ 新 潟 県 柏 崎 市 債 権

管 理 条 例 第 １ ０ 条 第 １ 項 第 ７ 号 該 当 ）。  

債 権 の 名 称  放 棄 し た 債 権 の 額  放 棄 し た 債 権 の 件 数  

違 約 金  １ １ ３ ， ４ ５ ４ 円  １ 件  

延 納 利 息 （ 前 払

金 利 息 ）  

９ ， ４ ３ ７ 円  １ 件  


